
受講生募集 

令和５年度原木しいたけ新規生産講座 
 

令和５年度原木しいたけ新規生産講座（９回開催）を開講するに当たり、受講生を募集します。本

講座は、鳥取県において新規に原木しいたけの栽培に従事することを検討している方を対象にしてお

り、栽培技術や経営などについて実践的に学ぶことができます。 

 

今年で第１９期目になる本講座は、過去１８年間で３３４名が修了されています。 

鳥取県の原木乾しいたけの生産量は、全盛期（昭和５９年）の１９０トンから約１６トン（令和元年）

まで減少し、原木しいたけの生産者は１，２２０名をピークに、現在では約３３０名になっています。 

クヌギやコナラなどの原木を循環利用する原木しいたけ栽培は、広葉樹林の保全を通して里山の

多面的機能の発揮に役立っており、次世代に継承すべき里山産業の一つです。また、生産された原

木しいたけは、安心・安全な食品として消費者に認知されております。 

原木しいたけは、その栽培において農薬や化学肥料、耕運機や田植え機などの高価な資材や機

械を使用しないので初期投資が比較的少ない、収穫や植菌の時期が冬から春なので、他の農作物

の繁忙期と重ならない、など経営面・作業面でも複合経営の作物の一つとしてとり入れやすい特徴が

あります。 

受講を希望する方は、以下の案内をよくご確認いただきお申込みください。 

 

【募集対象者】 

 鳥取県在住の方で、本格的な原木しいたけの生産及び経営を始めたい方 

 ※原木しいたけ生産者として就農を目指す方に限ります。  

 

【募集人数】 

20 名程度（東部・西部会場ともに 10 名、先着順） 

※西部会場希望者が５名に満たない場合、東部会場のみ 

 の開催としますので、ご了承ください。 

 

【受講料】 

9,000 円/人 （原木・種菌代・傷害保険料等） 

 

【応募方法及び受付期間】 

希望者は別紙の申込書に必要事項をご記入の上、郵送または FAX でお申し込みください。 

電話での受付は行っておりません。 

 

（1）応募宛先 

   〒689-1125 鳥取市古郡家 211 番地 

     （一財）日本きのこセンター 菌蕈研究所 

    FAX 0857-53-1986 

（２）受付期間  

   令和５年５月２９日（月）から６月２３日（金）必着分まで。  

   ※定員に達した場合は、受付期間内であっても募集を締め切ります。 

   ※６月末頃受講の可否、受講会場のご案内文書を送付予定です。 

 

 

 



主 催 

鳥取県（この講座は一般財団法人日本きのこセンターが鳥取県から事業を受託しています。） 

 

受講者の決定 

受講者の決定は、希望研修会場ごとに受講申込みの受付順に決定します。 

受付は、郵送の場合は菌蕈研究所到着日、FAX の場合は受信日とします。 

 

修了の認定 

  ９回中６回以上出席し、前向きに研修に参加し、内容 

をよく習得された受講生に限り、修了を認定します。 

 （鳥取県は当講座修了生を対象として、乾燥機・スライ 

サーの購入助成を行っています。） 

 

講座に関する問い合せ 

一般財団法人日本きのこセンター   

菌蕈研究所 担当：中西 

〒689-1125 鳥取市古郡家 211 番地 

TEL：0857-51-8111  FAX：0857-53-1986   

 

日 程 （講座は、第４回以外は原則として午後半日で行います。） 

回数 月 日 研 修 内 容 
開 催 場 所 （予 定） 

東部会場 西部会場 

1 回 ７月１日(土) 
開講式、 

栽培について、県内の現状について 
【合同開催】菌蕈研究所  

2 回 ８月５日(土) 椎茸栽培の基本 菌蕈研究所 緑水園（南部町） 

3 回 ９月２日(土) 現地視察研修、夏場管理 県東部 県西部 

4 回 １０月７日(土) チェーンソー安全教育 【合同開催】菌蕈研究所 

5 回 １１月１１日(土) 原木林の伐採･玉切実習 【合同開催】県東部 

6 回 １２月２日(土) 
植菌実習、 

（各自ほだ木１０本持ち帰り） 
菌蕈研究所 緑水園（南部町） 

7 回 １月１３日(土) 
栽培経営、冬～春の栽培管理 

現地視察研修 
菌蕈研究所外 緑水園（南部町）外 

8 回 ２月３日(土) 
収穫・乾燥・選別実習、 

共選出荷について 
鳥取市国府町 県西部 

9 回 ３月２日(土) 
流通について、 

県の振興策について、閉講式 
【合同開催】菌蕈研究所 

※西部会場希望者が５名に満たない場合、東部会場のみの開催としますので、ご了承ください 

※開催日・研修内容・開催場所は、諸事情により変更になる場合があります。 

 

 

 



 

令和５年度原木しいたけ新規生産講座申込書 

 

                                   令和５年    月    日 

 

令和５度原木しいたけ新規生産講座を受講したいので下記のとおり申し込みます。 

氏   名  住  所 

（ふりがな） 〒 

生年月日 連絡先 （電話番号） 希望研修会場 

Ｓ ・ Ｈ    年   月   日 

（      歳） 

（自宅） 

（携帯） 

（いずれかに○をしてください） 

東部 ・ 西部 

※ 傷害保険に加入しますので、必ず生年月日をご記入ください。 

※ 申込書にご記入いただいた個人情報は、本事業以外に使用しません。 

※ 西部会場は、希望者が５名に満たない場合、東部会場のみの開催といたします。 

 

□原木しいたけ生産者としての就農を目的として、本講座を受講希望します。 

 →同意いただける場合は✔（チェック）を入れてください。 

  （チェックがない場合、受講申込をお断りすることがありますので、ご了承ください。） 

 

◎アンケートのご記入をお願いします。 

１. 今までに原木しいたけを栽培したことがありますか。 

    ①はい（    年くらい、    本/年くらい）  ②いいえ 

２. 山林をお持ちですか。 

   ①持っている。（場所：         面積：            ）   ②持っていない。 

２－１. ①持っていると答えられた方へ、どんな山林ですか。 

   ⅰ．針葉樹林（スギ、ヒノキ等）  ⅱ．広葉樹林（クヌギ、コナラ等） 

  ⅲ．雑木林   ⅳ．竹林   ⅴ．その他〔              〕 

３. 原木しいたけ栽培をはじめるにあたって伏せ込み場やほだ場を確保する必要があります。 

    ・どのように確保しますか。 

  ①自分の所有地  ②勤務先等の所有地  ③親戚・知人等から借りる 

④手段がない  ⑤その他 〔                  〕  

・確保できた土地の場所 〔                 市・町・村 〕 

 ４．原木をどのように確保しますか。 

   ① 玉切りを購入予定  ②立木を購入予定  ③所有林から伐採  ④手段がないので相談したい 

 

記入漏れがある場合、受講申込を受付できないことがありますので、ご注意ください。 

菌蕈研究所 ＦＡＸ：0857-53-1986 


